
⽇本政策⾦融公庫『融 資 相 談 会』 
当商工会議所では、日本政策金融公庫とタイアップして、事業資金の斡旋を行っています。 
「融資相談会」は、毎月第２木曜日に当所に公庫の担当者を招き、開催致します。 
事業資金のお借入をお考えの方は、ぜひご利用下さい。※ご利用の場合には、事前にお申込みが必要です。 

 
日   程  令和５年１０月１２日（木） １１月 ９日（木） 

１２月１４日（木）  
令和６年 １月１１日（木）  ２月 ８日（木） 
     ３月１４日（木） 

時   間  １３時～１５時 
相談会場所  直方商工会議所  相談室  
お 申 込 先  直方商工会議所 TEL0949-22-5500 FAX0949-25-0471 

                          
お申込みに必要な書類 

＜個人の方＞                 ＜法人の方＞ 
・確定申告書・決算書の写し【直近２期分】         ・ 登記簿謄本≪２ケ月以内≫  
・見積書（設備資金の場合）・許可証写（許認可業種の場合） ・決算書及び決算書付表の写２期分、最近の試算表 
・その他必要書類                     ・見積書（設備資金の場合）・許可証写（許認可業種の場合）  

・その他必要書類 

融 資 制 度 一 般 貸 付 新創業融資制度 新型コロナウイルス感染症特別貸付 

貸付限度額 ４，８００万円以内 ３，０００万円 

（うち運転資金 1,500 万円） 
８，０００万円(別枠) 

返済期間 
(内据置期間) 

運転  5 年以内 
(うち据置 1 年以内) 

 設備 10 年以内 
(うち据置 2 年以内) 

 各融資制度で定め

るご返済期間内 

運転 20 年以内 
(うち据置 5 年以内) 

 設備 20 年以内 
(うち据置 5 年以内) 

利率 

年 2.10％～3.20％ 
（担保提供なし） 
年 1.10％～2.80％ 
（担保提供あり） 

年 2.40％～3.50％ 
（無担保・無保証人） 

＊税務申告を 2 期終え

ていない方） 

年 1.20％～2.30％ 

ただし、6,000 万円を限度として融資後 3 年目迄は

基準利率-0.5％(注)、4 年目以降は基準利率 

※ 申 込 期 限 は 令 和 6 年 3 月 末 ま で 。 

                        （限度額、期間、利率は令和 5 年 10 月 1 日現在） 
---------------------------------------  き り と り----------------------------------------------------- 

融 資 相 談 会 申 込 書 

相談希望日時 令和  年  月  日（木） ①１３時 ②１３時半 ③１４時 ④１４時半     

事業所名  

代表者名
ふ り が な

  生年月日    年  月  日（  歳） 

事業者所在地 〒                                   

住所 〒                                   

申込金額 
万円 

運転資金 万円 
設備資金 万円 

業種  TEL    （    ） 
FAX    （    ） 

日本政策金融公庫との取引の有無 有（取引番号       ）・ 無 
 ※ この申込書に基づく情報は、今回開催の融資相談会関係についてのみ利用させていただきます。 

※ について 

https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html#m04
https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html#m04

